
障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会 開催要綱 

 

 

１ 趣旨 

  芸術活動は障害者にとって重要な社会活動の一つであり、これまでも主に福祉的

な観点から支援が図られてきた。近年では、既成の概念にとらわれないその芸術の

特性が、国内外において一定の評価を受けるようになってきており、芸術活動を通

じた障害者の社会参加の一層の促進が期待されるとともに、その芸術の特性は、芸

術文化一般の発展に寄与する可能性を秘めていると考えられる。一方で、芸術活動

に取り組む障害者やその家族、支援者等に対する支援や、障害者による芸術作品の

価値が認知され、展示等につなげていくための取組等が未だ不十分であることから、

障害者の芸術活動に関して一層の支援を図るため、有識者による専門的な検討を行

う。 

 

２ 検討事項 

 ○ 障害者、その家族、支援者等に対する支援 

  （例） 

  ・ 障害者の芸術作品の出展機会の確保に関する支援 

・ 障害者の芸術作品の著作権の保護等に係る支援 

 

○ 障害者の芸術作品の展示等を推進するための仕組み 

 （例） 

 ・ 障害者の芸術作品の発掘・収集・保存等を行う仕組み 

 ・ 障害者の芸術作品の展示、発信等が推進されるようにするための仕組み 

 

３ 構成員 

 (1) 構成員は、別紙のとおりとする。 

 (2) 座長は、構成員の互選により選出する。 

 (3) 座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招へいすることができる。 

 

４ 運営等 

 (1) 懇談会は、文化庁文化部長及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が、

有識者の参集を求めて開催する。 

 (2) 懇談会の庶務は、文化庁文化部芸術文化課及び厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部企画課自立支援振興室において行う。 

 (3) 懇談会は、原則として公開とする。 

 

  



（別紙） 
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